
中土佐町デジタル人材育成事業委託業務公募型プロポーザル実施要項 

 

１ 業務の目的 

地域経済を力強くけん引する人材育成を進め、若者・女性のデジタルスキル取得に

よる起業や副業の促進につなげるとともに、地域内中小企業ニーズに対応したデジタ

ル人材を確保することを目的として、デジタル人材育成事業を実施します。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名 

中土佐町デジタル人材育成事業委託業務 

（２）委託期間 

契約締結日から令和８年3月16日（月）まで 

（３）業務内容 

別紙「中土佐町デジタル人材育成事業委託業務仕様書」(以下「仕様書」とい

う。)のとおり 

（４）提案上限額 

36,361,000円（消費税及び地方消費税の金額（税率として10％）を含む） 

令和６年度 11,337,000円以内 

令和７年度 25,024,000円以内 

（５）公募に係る日程（予定） 

項目 期限 様式 

① 手続き開始の公示 令和６年4月1日(月) ― 

② 参加意思表明書提出期限 令和6年4月12日(金)午後5時まで 1～4 

③ 参加資格可否決定通知 令和6年4月16日(火) 1-2 

④ 質疑受付期限 令和6年4月18日(木)正午まで 5 

⑤ 質疑回答 令和6年4月23日(火) ― 

⑥ 企画提案書提出期限 令和6年5月7日(火)午後5時まで 6・7 

⑦ ヒアリング参加者選定の結果
通知 

令和6年5月10日(金)まで 6-1・2・3 

⑧ ヒアリングの実施 令和6年5月22日(水) ― 



⑨ 受託者選定結果の通知 令和6年5月23日(木)（予定） 7-1・2・3 

⑩ 契約締結 令和6年5月23日(木)以降（予定） ― 

 

（６）事務局 

中土佐町 まちづくり課 

T E L ：代表 0889(52)2211 ・ 直通 0889(52)2365 

E-mail：machi@town.nakatosa.lg.jp 

 

３ 参加申し込みについて 

（１）参加者の要件 

参加者は、次の要件を全て満たす必要があります。 

①地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない者        

であること。 

②中土佐町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則（平成24年中土佐町

規則第26号）第２条第２項第５号に規定する排除措置対象者（暴力団、暴力団

員、暴力団に関与する者等）に該当しない者であること。 

③各種町税を滞納していないこと。 

④宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体でないこと。また、特定の公職者

（候補者を含む）又は政党を推進し、又は支持し、若しくは反対することを目的

とした団体でないこと。 

⑤経営不振の状態でないこと。※民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再

生手続き開始の申し立て、会社更生法（昭和27年法律第127号）に基づく更生手

続きがなされた状態にないこと。 

⑥複数の事業者の連合体（以下「共同企業体」）による申請も可とする。その場

合、すべての事業者が前５項目の要件を満たしていること。 

⑦令和元年度以降、国または地方公共団体その他これに準ずる団体から類似業務を

受託した実績を有すること。 

⑧随時、迅速かつ具体的な連絡・協議等が可能であること。 

（２）参加申し込みの方法 

参加者は、次のとおり参加意思表明書類一式等を提出し、申し込みを行うものと

します。 

① 提出物（証明書類は、発行日が申込日から3か月以内の原本に限る） 

ア 参加意思表明書（様式1） 1部 

イ 会社等概要書（様式2） 1部 



ウ 印鑑証明書 1部 

エ 各種町税滞納調査に関する同意書（様式3） 

オ 暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書（様式4） 

カ その他 

【提出者が法人の場合】 

1) 登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 1部 

2) 法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書「その3の3」 1部 

【提出者が個人事業主の場合】 

1) 身分証明書 1部 

2) 登記されていないことの証明 1部 

3) 所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書「その3の2」 1部 

② 提出方法 

次の提出先に、提出期限までに持参又は郵送により提出してください。 

（郵送の場合は、配達日時を証明できる方法に限る。） 

ア 提出先 

〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663番地1 

中土佐町役場 まちづくり課 

イ 提出期限 

令和6年4月12日(金)午後5時（必着） 

（３）参加資格可否の決定 

本事業への参加の可否については、本要項「5-(1) 企画提案審査会の設置」にあ

る企画提案審査会が「3-(1) 参加者の要件」に基づき審査を行い、参加資格可否決

定通知書（様式1-1）により各参加者に令和6年4月16日(火)までに電子メールにて

通知します。 

参加資格を得た者は、本要項に基づき企画提案書一式を提出するものとします。 

なお、参加不可の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日以内

（町の休日を含まない）に、書面により、参加不可の理由についての説明を求める

ことができます。町は、参加不可の理由についての説明を求められたときは、請求

日の翌日から起算して5日以内（町の休日を含まない）に、書面により回答するもの

とします。 

（４）質疑応答 

本事業についての質問事項がある場合は、次のとおり照会してください。 

① 照会方法 

参加意思の表明に係る事務手続き上の質問については、電子メールで随時受け付



けます。 

企画提案の内容に関する質問については、質問書（様式5）を電子メールで送付し

てください。 

ア 送付先 

中土佐町 まちづくり課 

E-mail：machi@town.nakatosa.lg.jp 

（件名は「デジタル人材育成事業委託業務に関する質問」としてください。） 

イ 照会期限 

令和6年4月18日(木)正午まで（期限厳守） 

② 回答方法 

質問書（様式5）で受け付けた質問への回答は、令和6年4月23日（火）に、質問

者を伏せた上で、参加者全員に対して、町ホームページで公表します。 

 

４ 企画提案書等の提出について 

（１）企画提案書等の提出 

参加資格を得た者は、次のとおり企画提案書等を提出するものとします。 

①提出書類 

ア 提案書（様式6） 

提案書鑑文。 

イ 企画提案書（書式自由） 

記載事項は、「中土佐町デジタル人材育成事業委託業務公募型プロポーザル選

定基準表（別表）『２．提案の内容』」の項目及び順番に沿って記載すること。 

ウ 業務の実施体制（書式自由） 

1) 本業務に従事する予定人員について、業務経験や資格等がわかるよう記載する

こと。 

2) 事業の実施体制を図示するとともに、各員の役割分担を記載すること。 

エ 経費見積書（様式7） 

以下の項目の内訳がわかるよう価格明細を作成し、代表者印を押印したうえで

提出すること。なお、経費見積書は選定上の評価に使用する。 

1) 啓蒙啓発セミナー開催業務 

2) デジタル人材育成業務 

3) デジタルワーク供給体制の整備業務 

4) 地域内中小企業等のデジタル化、DX化促進支援業務 

5) 自走可能なデジタル人材育成事業スキーム提案業務 

6) 管理業務 
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② 提出部数 

提出書類の部数等は次のとおりとし、番号順にファイル等にまとめて綴り提出し

てください。あわせて、提出書類一式が記録されているCDまたはDVDにより1部提

出してください。 

③書類作成の注意 

イの資料の作成にあたっては、提案者を特定することができる内容の記述（商

号、技術者氏名など）は行わないこと（ヒアリング審査においても同様）。 

④ 提出方法 

次の提出先に、提出期限までに持参又は郵送により提出してください。 

（郵送の場合は、配達日時を証明できる方法に限る。） 

ア 提出先 

〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663番地1 

中土佐町役場 まちづくり課 

イ 提出期限 

令和6年5月7日(火)午後5時（必着） 

（２）企画提案書の評価方法 

今回の企画提案は、「2-(4)提案上限額」の範囲内でどのような事業が実施可能

なのか提案を募集し、その中から町に合った委託業者を選定することが目的です。 

評価は「5-(1)企画提案審査会の設置」による企画提案審査会の審査員が「中土

佐町デジタル人材育成事業委託業務公募型プロポーザル選定基準表（別表）」に基

づく評価を行い、全員の評価点の合計が最も高い者を受託候補者に、次に合計点が

高い者を次点候補者として選定します。 

ただし、全員の評価点の合計が10分の6に満たない場合は、評価点の合計点が最

も高い者でも受託予定者にはなりません。 

評価点が同点の場合は、次の順序で評価点が上位の提案をプロポーザル上位者と

します。 

第1位 中土佐町デジタル人材育成事業委託業務公募型プロポーザル選定基準表

番号 名称 規格 制限枚(頁)数 提出部数等 

ア 提案書（様式6） A4 様式6のみ 

※イ企画提案書と綴じ

ないこと。 

7部 

イ 企画提案書 A4 任意様式 10枚(20頁) 7部 簡易製本 

ウ 業務の実施体制 A4 任意様式 2枚(4頁) 7部 

エ 経費見積書 A4 様式7（任意様式可） 1部 



（別表）の「企画提案」の内容が上位の者 

第2位 各評価項目の配点に対して満点の項目の多い者 

第3位 各評価項目の配点に対して4/10以下の項目のない者 

第4位 提案価格の低い者 

 

５ 審査について 

（１）企画提案審査会の設置 

企画提案書の審査については、企画提案審査会を設置して実施します。審査員は 

町職員（6名）とします。 

企画提案審査会は、企画提案書に関するヒアリング審査を実施し、審査項目に基

づき評価を行い、受託候補者を選定します。 

（２）企画提案書の提出が3者を超えた場合 

参加者が3者を超えた場合は、企画提案審査会を開催の上、以下の評価基準により

提出された提案書等の内容を評価し、3者程度をヒアリング審査の対象として選定し

ます。選定の有無、審査会を実施する場合の日程等については、参加資格可否の決

定と併せて通知（様式6-1、6-2）します。 

評価基準 

評価項目 評価の着目点 配点 

業務実績等 

（10 点） 

(1)業務実績 ・本業務を着実に遂行できる実績・経験

を有しているか。 
10 

この審査結果は、全ての参加者に対して、令和6年5月10日(金)までに電子メール

にて通知します。 

（３）企画提案書の提出が3者以内の場合 

提案書を提出した者すべてをヒアリング審査の対象として選定します。 

令和6年5月10日(金)までにすべての参加者に対して電子メールにて通知します。 

なお、提案書の提出が1者の場合も、ヒアリング審査を実施します。 

（４）ヒアリング審査の実施について 

企画提案書について、次のとおりヒアリング審査を行います。 

① 日程 

令和6年5月22日(水)予定 

※1者40分以内とし、開始時間、場所等の詳細は連絡責任者に通知します。 

② 実施内容 

ア 企画提案書等についての説明（20分以内） 



イ 質疑応答（20分以内） 

※ヒアリング審査の順序は、企画提案書の提出順に行います。 

③ 留意事項等 

ヒアリング審査は企画提案審査会が行い、説明者は3名以内とします。説明用の

プロジェクター及びスクリーンが必要な場合は、事務局で用意しますので、希望

者は事前に申し出てください。その他に必要な資料、機材等がある場合は、説明

者が準備してください。 

（５）審査項目及び配点 

審査項目及び配点は「中土佐町デジタル人材育成事業委託業務公募型プロポーザ

ル選定基準表（別表）」によるものとします。 

（６）審査結果の通知 

企画提案審査会で審査した結果については、参加者全員に、書面により通知しま

す。 

また、各提案者（選定されなかった者については会社名を除く。）に関し、「中

土佐町デジタル人材育成事業委託業務公募型プロポーザル選定基準表（別表）」に

基づく結果について公表します。 

 

６ 受託予定者の取り扱い 

（１）契約手続き 

町は、企画提案書のヒアリング審査により、選定した参加者を受託候補者とし

て、本業務の委託を予定するものとし、別途指示する方法で契約手続きを行いま

す。 

（２）受託候補者の取り消し 

受託候補者が、本要項「3-(1)参加者の要件」に示した事項を満たさないことが

明らかになった場合、又は本業務の契約を締結するまでの間に中土佐町建設工事請

負業者等指名停止措置要領の規定による指名停止及び指名保留措置を受けた場合

は、その者とは契約を締結せず、次点候補者と契約を締結します。 

（３）業務の実施 

契約後の業務の実施については、企画提案書及び仕様書に基づき、町と協議の

上、行うものとします。 

 

７ その他事項 



（１）参加意思表明書又は企画提案書に虚偽の記載をした場合は、本事業への参加の

資格を取り消します。この場合、受託候補者の選定後にあっては、その者とは契

約を締結せず、次点候補者と契約を締結することとします。 

また、契約後にあっては、その者との契約を解除し、次点候補者と契約を締結

することとします。 

（２）企画提案書の作成等、参加に係る一切の費用は提出者の負担とします。 

（３）参加意思表明書、企画提案書等の提出書類は返却しません。 

（４）提出された各資料については、特別な事情がない限り、再提出は認めません。 

（５）提案書の著作権は企画提案書提出者に帰属します。ただし、町が企画提案の報

告等のために必要な場合には、提案書の内容を無償で使用できるものとします。 

（６）町に提出された書類等は、審査及び説明の目的に、その写しを作成し使用する

ことができるものとします。 

（７）提出された書類等は、公平性、透明性及び客観性を期すため、又は中土佐町情

報公開条例及び中土佐町情報公開条例施行規則に基づく請求があった場合に、中

土佐町情報公開条例第7条の各号に掲げる情報を除き、公表することがありま

す。 

（８）前号により公表する場合、町がその写しを作成し、使用することができるもの

とします。 

（９）本要項に定める事項の他、必要な事項は、別途町が定めるものとします。 


